
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  土地取得負債利子がある場合の不動産所得 

Ｑ：土地を借入して取得した場合には、不

動産所得の損失と他の所得の損益通算に制限

があるとか。どのようになっているのです

か？  

 

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

不動産所得の金額は、総収入金額から必要経

費を控除して計算しますが、損失(赤字)になっ

た場合には、原則として、その損失を他の所得

の黒字の金額と相殺(損益通算)することがで

きることとなっています。 

しかし、不動産投資を抑制する観点から、不

動産所得の必要経費の中に、不動産所得を生ず

べき業務の用に供する土地等を取得するため

に要した借入金の利子があるときは、その損失

のうち次の金額を損益通算の対象に含めない

こととされています。 

①  土地等を取得するために要した借入金の利

子が不動産所得の損失を超える場合・・・

その損失の金額 

②  土地等を取得するために要した借入金の利

子が、不動産所得の損失以下である場

合・・・その損失のうちその負債の利子の

額に相当する金額 

なお、土地等とともに建物の取得もしている

場合には、まずこれらの資産を取得するための

負債の利子が建物の取得の対価に充てられ、次

に土地等の取得の対価に充てられたものとし

て土地等を取得するために要した負債の利子

を計算することとなっています。 
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